
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）

（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
二
年
五
月
十
二
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
の

意
見
に
基
づ
き
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
を
措
置
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
に

つ
い
て
、
防
疫
業
務
手
当
の
特
例
を
措
置 

三 

施
行
期
日
等 

 
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
適
用 


